
この制度は、競争力のある製品や技術などをアピールするため国内展示会等へ出展する

東大阪市内のモノづくり企業を支援するため、出展小間料の一部を助成するものです。 

（２） 助成対象事業と助成率及び助成限度額   

対象経費の2分の1  

上限 １０万円 
（予算の範囲内で交付） 

助成対象者が製造・開発する製品・技術を自ら国内展示会等へ出展 
するもので平成29年4月１日から平成30年２月末日までに開催される
展示会の出展小間料（消費税・振込手数料は除く）が対象になります。 
※かつ、平成２9年4月１日から平成30年２月末日までに支払いが完
了した出展小間料に限られます。 

※機構が設定する予算を超える助成金の交付申請があった場合には、按分して交付するものとします。 
※助成金の額に千円未満の端数があるときは、切り捨てるものとします。 

＜４次募集申請受付＞ 

 平成２９年1１月１５日（水）～１２月２8日（木）必着締切  

（１） 助成対象者   

単独企業 

① 東大阪市内に所在地、主たる生産拠点（工場）または研究開発拠点を有する中小企業者 
  （個人事業主の場合は、東大阪市内に居住する者もしくは東大阪市内に事業所を有する者） 

② 東大阪市内に引続き１年以上にわたり事業を営んでいる者 
③ 東大阪市税に滞納がない者 

グループ 

中小企業者２社以上で組織するグループ・研究会等で、その構成員の３分の２以上が 
東大阪市内にその所在地またはたる生産拠点（工場）を有すること。 

※下記でいう「中小企業者」とは、中小企業基本法に規定する製造業（ファブレスを含む）を  

 営んでいる者をいう。 



展示会 
出展 

完了後書類 
の提出 

提出 

請求書の提出 

助成金 
交付 

通知 

交付決定通知書 
発行 

通知 

確定通知書 
発行 

提出 

○提案書類 
 ①事業実績報告書 
 ②事業実施状況報告書 
 ③事業収支決算書  
○添付書類 
 小間料の支払いを証する書類 
 （領収書や振込記録など） 
 出展したことを証するパンフ 
 や写真など 

 ○提案書類 
  ①申請書  
  ②役員名簿 
  ③助成事業計画書  
  ④助成事業収支予算書 
 ○添付書類 
  出展する展示会等の案内等、概要 
  及び出展小間料が分かる書類の写し 
  最新の東大阪市税の納税証明書 
  法人の場合 
  ・履歴事項全部証明書（原本） 
        ･定款（写し） 
  個人の場合 
  ・直近3ヶ月以内の住民票（写し） 
  グループの場合 
  ・グループの概要がわかる書類 

交付申請書類 
の提出 

提出 

○提案書類 
 ①請求書 

1２月２８日(木)必着 3月末日必着 3月15日(木) 必着 

平成３０年 平成３０年 平成２９年 

助成金交付までの流れ 

必要書類のすべて本機構ホームページよりダウンロードできます。 

ご提出は下記事務局まで郵送またはご持参ください。 

（公財）東大阪市産業創造勤労者支援機構 

〒577-0011 
東大阪市荒本北1-4-17  ｸﾘｴｲｼｮﾝ･ｺｱ東大阪 
                                                   北館303号室 

お問い合わせ先 ０６－４３０９－２３０１ 
（FAX:０６－４３０９－２３０３） 

URL ：https://hispa.h-osaka.jp/ 

検索 東大阪市産業支援機構 

締切  締切  締切  

助成できない事業例 

①即売会や物産展等、販売を主たる目的としたもの。 
②来場者が特定の企業等に限られるもの。 
③国、独立行政法人または東大阪市から展示会出展にかかる助成を受けた場合や補助金を活用して開催 
 される展示会に出展する場合。 
④平成２9年月３末日までに、また平成30年３月1日以降に、出展小間料を支払っているもの。 
⑤法令等に抵触するおそれがあるもの。 
⑥その他、当機構が不適切と判断したもの。  


